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は じ め に 

私たちが暮らす玉野市は、美しい自然に恵まれた、風向明媚で温暖な気候の港町です。 

 しかしながら、地震や台風などの自然災害から逃れることはできません。 

 平成 23 年 3 月１1 日に発生した東日本大震災では、震度７の激しい揺れと津波によっ

て、多くの尊い命と財産が失われ、地震災害の恐ろしさをまざまざと見せつけられました。 

本市においては、平成１６年８月末の台風により、市内の各地域で高潮による浸水や、大

雨による土砂崩れが発生し、市民に多くの被害が生じました。 

 また、今後発生が予想される南海トラフ巨大地震発生時に向けた「日頃の備え」の重要性

も問われています。 

地震や台風などの自然災害は、完全に防ぐことは出来ませんが、その被害を最小限に食い

止めることは可能です。そのため、一人ひとりが日頃から防災に関する正しい知識を身につ

け、「自分の身は自分で守る」「自分たちのまちは自分たちで守る」ことを心がけて、防災訓

練等を行い備えておくことが大切です。 

阪神・淡路大震災では、生き埋めや閉じ込められた際の救助の 97.5％が自助・共助によ

るものでした。毎日顔を合わせている隣近所の人達が普段から協力して助け合う「共助」が、

「地域力」として「災害に強い安全なまちづくり」につながるのです。 

町内会などの集会や行事の機会を捉え、みんなで地域の危険個所や自主防災組織について

考えてみましょう。 

 

（手引きの内容） 

１ 自主防災組織とは 

(1) 自主防災組織はなぜ必要なのか 

(2) 自主防災組織の役割 

(3) 自主防災組織の育成 

２ 防災の担い手とリーダー 

 (1) 防災の担い手とは 

(2) リーダーの役割 

３ 自主防災組織の作り方とその活動 

 (1) 自主防災組織の作り方 

 (2) 組織設立時の必要書類 

 (3) 自主防災組織の活動 

４ 玉野市が行う助成事業等 

(1) 防災講習会等 

(2) 自主防災組織活動補助金制度 

(3) 防災士資格取得補助金制度 

５ その他 

 

  （自主防災組織に関するお問合せ先） 

玉野市危機管理課 ☎ ３２－５５６０ 
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１ 自主防災組織とは  

 

（１） 自主防災組織はなぜ必要なのか 

 

    大地震等が発生した時、玉野市は消防をはじめとする防災関係機関等と密接な連絡

をとりながら、全力をあげて防災活動「公助」を行います。 

    しかし・・・・・・ 

   ○ 道路や通信網が寸断され、防災機関への通報が遅延し、被害が拡大してしまう。 

   ○ 道路・橋の損壊、建物の倒壊等で、防災機関の車両が通行不能となる。 

   ○ 消防をはじめとする防災機関自身が被害を受ける。 

   ○ 災害発生直後の初動期は、情報等も混乱し、防災機関による適切な対応が困難と 

なる。 

 

    このような悪条件が重なり、防災関係機関の活動能力は著しく低下することが予想

されます。 

     

「公助」による防災活動が著しく低下する場合に、まず自らと家族の安全を確保す 

る「自助」、地域住民の「自分たちのまちは自分たちで守る」という「共助」により、 

人命救助や初期消火活動が行われることが被害の軽減に大きな役割を果たします。 

    阪神・淡路大震災においても、淡路島の北淡町富島地区では、震源地に近く建物の

８割近くが全半壊するという甚大な被害状況にもかかわらず、隣近所同士の救出活動

が迅速に行われ、さらには消防団の活動により、行方不明者の捜索が地震当日の夕方

には完了しました。 

また、東日本大震災でも、隣近所の人たちの呼びかけや避難誘導によって、津波被

害から多くの人たちの生命が救われ、その後の安否確認、避難所運営の支援や炊き

出し等の活動が行われました。地域の方々の備えとお互いの助け合いが大きな役割

を果たすことが改めて認識されました。 

    このように災害発生時はもちろん、日頃から地域の皆さんが一緒になって防災活動

に取り組むための組織、これが「自主防災組織」です。 
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（２） 自主防災組織の役割 

 

    自主防災組織は、大規模な災害が発生した際に、地域住民が的確に行動し被害を最 

   小限にくい止められるよう、平常時には地域内の安全点検や住民への防災意識の普

及・啓発、防災訓練の実施など災害に対する備えを行います。 

また、災害が発生または発生しそうな際には、収集した情報を住民に迅速に伝え、 

初期消火活動や被災者の救出・救助、避難誘導、避難所の運営を行うなど、非常に

重要な役割を果たします。 

 

（３） 自主防災組織の育成 

 

   令和５年４月１日現在、玉野市内には自主防災組織が７１団体あり、避難訓練やハ

ザードマップの作成、避難所運営訓練など様々な取組みが行われています。 

   また、市では、防災用資機材の購入費用や防災マップ印刷費用の一部補助や、地震

の備え等についての出前講座や地区の防災訓練への協力を行うなど、自主防災組織の

設立や活動のサポートを行っています。     

            

２ 防災の担い手とリーダー  

 

（１） 防災の担い手とは 

 

   災害はいつ発生するかわからず、災害の種類やタイミングによっては、道路の寸断 

や救急・救助等の要請集中により、公的機関による救護・救出等が期待できないこと

があります。 

   こうした時、自分たちの町を守るために活動する皆さんが、防災の担い手になりま

す。 

     会長や各部長には、防災の担い手やリーダーとして、組織の中心となり防災活 

動などをまとめる役割が期待されています。 

 

                  ３ 



 

（２） リーダーの役割 

 

 多くの世帯が参加する自主防災組織において、円滑な活動を進めるためには、リー 

ダーの存在はとても重要です。 

    平常時には、自主防災訓練など災害に備えた活動の企画・実施などを行い、災害時 

には各班を指揮して、被害を軽減するための防災活動を行います。 

 しかし、リーダーだけに多くの役割を負わせるのではなく、組織の皆さんが分担 

しながら運営にあたることが求められます。 

 

①  平常時の役割 

・自主防災組織の維持・運営 

・緊急時の活動方針の策定 

・平常時の防災訓練・防災活動の主導、地域住民の防災意識の高揚 

・自主防災組織の活動の評価、改善 

・地区内の要支援者の把握など  

 

②  信頼される防災のリーダー 

・災害現場における的確な状況判断 

・組織構成員への適切な情報提供 

・組織構成員への的確な行動指示など 

 

※ 発災後、その場に自主防災組織のリーダーがいるとは限りません。 

その時、その場にいる人の中で指揮をとらねばならないことも想定されます。 
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３ 自主防災組織の作り方とその活動  

 

（１） 自主防災組織の作り方 

 

    自主防災組織がその機能を十分発揮し、長く活動を続けていくためには、その基礎

となる組織体制をしっかり整えることが大切です。 

    組織を結成するにあたっては、地域の人々が十分に話し合い、組織の編成や規約な

どを定める必要があります。 

 

① 組織作り 

 

「自主」の名が示すとおり、地域住民が自由な意思で、自発的に結成することが

基本となります。 

その組織づくりには、一般に次のような方法があります。 

 

    ア 町内会等に防災担当がある場合などは、活動内容を充実・強化して、自主防災

組織へ発展させる方法。 

 

    イ 町内会等で特に防災活動を行っていない場合は、町内会活動の一環として「防

災組織」等を設けることによって、自主防災体制を整備する方法。 

 

② 自主防災組織の編成 

 

     自主防災組織が災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うためには、組織内 

    の役割分担を明確にしておく必要があります。 

 

ア 組織をとりまとめる会長、副会長を置き、その下に活動班を編成し、班ごと 

     に班長を定めます。 
 

    イ 昼夜問わず、防災活動が円滑に行えるよう、性別や年齢に関係なく幅広い人が

参加することも必要です。 
 

ウ  地域の実情に応じた、必要な活動班を考える必要があります。 組織が大きい

と、情報伝達や救助活動がスムーズに行えない場合があるため、昔からの「向

三軒両隣」といった少数単位での活動と役割分担を考える必要があります。 

 

 

 

 

 

 

５ 

 



エ 地域内にある事業所や学校等と事前に話し合い、協力体制を構築しておくこと

も大切です。 
 

オ 活動班は特定の地域に片寄らないようにします。 
 

カ 班員の配置は、専門家（医師・看護師・大工等）や経験者を考慮して（例えば、

アマチュア無線資格者は情報班等）、活動に実効性を持たせます。 
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例１ （世帯数が多くなく、地域も狭いところ） 

  

    消 火 班 

              初期消火訓練・出火防止の啓発 

              出火防止及び初期消火・消防機関に協力 

 

班  長     

  

班  員（数名） 

                               

             避難誘導班 

              避難場所、危険箇所の確認・避難訓練の実施 

避難情報伝達・避難広報等 

 

             

                      

救出・救護班 

              応急医薬品の備蓄・救出救護訓練等 

              負傷者の管理・救急手当・搬送等 

 

会長   副会長 

 

 

             情 報 班 

              懇談会の開催・防災マップの作成等 

              被害の把握・防災機関の情報広報等 

 

 

 

               

             給食・給水班 

              食料等の備蓄呼びかけ・炊出し訓練等 

              炊出し実施・食料等の調達分配等 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 

 

班  長     

  

班  員（数名） 

 

班  長     

  

班  員（数名） 

 

班  長     

  

班  員（数名） 

 

班  長     

  

班  員（数名） 
 



例２ （世帯数が多く地域も広いところ） 

 

                     消 火 班（消火器具等による消火） 

 

                     避難誘導班（避難場所等の状況確認） 

 

              本 部    救出・救護班（救助資機材の手配等） 

 

                     情 報 班（公共情報の収集伝達） 

 

                     給食・給水班（給食・給水活動等） 

 

 会 長  副会長 

                        消 火 班 

 

                        避難誘導班 

 

              ○○地区      救出・救護班 （例１と同じ） 

 

                        情 報 班 

 

                        給食・給水班 

 

 

※ このほか、水防班・学童班・パトロ－ル班等、地域にあった班も考えられる。 

 

（２） 組織設立時の必要書類 

 

各種補助金の申請をするためには、組織の設立を市に届け出る必要があります。 

 

① 規約        

② 防災計画書   

③ 役員名簿、組織図 

④ 会員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

組織の目的や、各自の役割を明確にすることが重要です。 

 



（３） 自主防災組織の活動 

 

  自主防災組織の活動は、大きく平常時と災害時の二つに分かれます。 

    平常時は、日頃から地域内の安全点検や防災知識の普及・啓発予防的活動を行うと 

ともに、被害を想定した防災訓練の実施など、地域防災力を最大限発揮できるような   

準備活動を行います。 

一方、災害時には、その時々の状況に応じて、被害を軽減するために、初期消火、   

   救出・救護、避難誘導などを行うことが役割となります。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 玉野市が行う助成事業  

 

（１） 防災講習会等 

 

災害時に防災組織が効果的に活動するためには、防災に関する正しい知識を持ち、日

頃から災害時をイメージしておくことが大切です。 

  このため、市（消防本部）では、防災組織・自治会等の依頼により、防災講習会等を 

開催します。 

 

                   

９ 

 

 

自

主

防

災

組

織

の

活

動 

 

平常時 

災害時 

地域内の安全点検 

防災知識の普及・啓発 

防災訓練 

初期消火 

救出・救助 

情報の収集・伝達 

避難誘導 

避難所の管理・運営 

地域の危険箇所や家庭内の安全

点検、地域の特性に合った各種

の防災訓練を通して、日頃から

大規模な災害に備える。 

人命を守るための救出・救助活動

を行い、災害の拡大を防ぐ。 



 

 

●市職員（消防職員等）の派遣を希望する場合は、必ず内容・日程の調整後、「まちづくり

出前講座申込書」を提出してください。 

   

●お問合せ（申込）先   

玉野市危機管理課        ☎ ３２－５５６０ 

玉野市消防本部予防課防災指導係 ☎ ３１－５７１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 

出前講座等 内          容 摘  要 

応急手当講習（救急

講習）「救急車が

くるまでに」 

（消防本部） 

私たちは、いつ、どこで、突然のけがや病気におそわ

れるかわかりません。そんなときに、救急車が到着す

るまでの応急手当（救命処置）はとても大切です。 

みんなで勉強しましょう。 

消防職員を派遣し

開催します。 

防火講座 

 （消防本部） 

消火器の取扱訓練、避難訓練の指導、防火映画の

上映、防火の話などをします。 

消防職員を派遣し

開催します。 

地域ぐるみの防

災セミナー（危機

管理課） 

自然災害の知識、地震被害の想定、地域・家庭で

の防災対策・自主防災組織の必要性、防災に対す

る心構えなど日頃から行わなければならない内容

や地域防災計画、ハザードマップについてお話し

ます。 

市職員（危機管理

課）を派遣し開催

します。 

「マイタイムラ

イン」を作ろう 

（危機管理課） 

災害時の情報の入手方法をはじめ、とるべき行動や非

難のタイミングなどを内容とする個々の防災計画の作

成方法について、アドバイスします。 

市職員（危機管理

課）を派遣し開催

します。 

防 災 講 演 会 

（防災研修会） 

市が主催する講演会・研修会等         

（リ－ダ－研修会・防災講演会ほか） 

 

そ の 他 

市等が主催する防災訓練等への参加。  



（２） 自主防災組織活動補助金 

 

     防災資機材の購入や修理（訓練実施） 

避難訓練等で使用する防災資機材を購入・修理する自主防災組織に対して、その費 

用を補助するもの 

 

ア 整備補助（結成後１回のみ） 

■対象となる団体 

初めて整備（設置）の補助金を受ける自主防災組織 

 

■対象となる経費 

避難訓練等で使用する防災資機材の購入に要する経費 

（購入した資機材を使用する避難訓練等を、購入年度に実施すること） 

 

■補助金の額等 

加入世帯数×1,000円 以内 

例）加入世帯数が200世帯の場合 

200世帯×1,000円＝200,000円以内 

・防災資機材の購入費230,000円のとき⇒200,000円を補助 

・防災資機材の購入費190,000円のとき⇒190,000円を補助 

 

イ 更新補助（５年に１回） 

■対象となる団体 

申請年度を含めて過去5年間、整備（設置）や更新の補助金を受けていな

い自主防災組織 

 

■対象となる経費 

避難訓練等で使用する防災資機材の買い替えや追加購入に要する経費 

（購入した資機材を使用する避難訓練等を、購入年度に実施すること） 

 

■補助金の額等 

加入世帯数×1,000円 以内（上限100,000円） 

例１）加入世帯数が150世帯の場合 

150世帯×1,000円＝150,000円＞100,000円以内 

・防災資機材の購入費120,000円のとき⇒100,000円を補助 

・防災資機材の購入費 90,000円のとき⇒ 90,000円を補助 

例２）加入世帯数が80世帯の場合 

80世帯×1,000円＝80,000円以内 

・防災資機材の購入費 90,000円のとき⇒80,000円を補助 

・防災資機材の購入費 70,000円のとき⇒70,000円を補助 
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ウ 修理補助（年１回） 

■対象となる団体 

自主防災組織             

    

■対象となる経費 

避難訓練等で使用する防災資機材の修理に要する経費 

（修理した資機材を使用する避難訓練等を、修理年度に実施すること） 

 

■補助金の額等 

防災資機材の修理費×1/2 以内（上限10,000円） 

例１）修理費が30,000円のとき 

⇒30,000円×1/2＝15,000円→10,000円を補助 

例２）修理費が1８,000円のとき 

⇒18,000円×1/2＝9,000円を補助 

 

（共通）各補助の対象となる防災資機材 

「玉野市自主防災組織活動補助金交付要綱（第３条第２項関係）別表２」 

資 機 材 名（例） 

街頭用消火器、消火器格納庫（取り付け費含む）、バケツ、消火器薬剤、 

自動体外式除細動器(ＡＥＤ)、ヘルメット、バール、掛矢、ハンマー、 

一輪車、車いすけん引式補助装置、ロープ、ゴムボート、ツルハシ、 

リヤカー、ジャッキ、スコップ、エンジンカッター、チェーンブロック、 

チェーンソー、ウインチ、救急箱、はしご、脚立、担架、防煙マスク、 

毛布、のこぎり、ラジオ、無線機器（簡易で携帯用のもの）、電池メガホン、 

標識板、標旗、強力ライト、発電機、炊飯装置、テント 等 

 

（３） 防災マップの作成 

 

地域の危険箇所や一時避難場所等を記載した「防災マップ」を作成する自主防災組

織に対して、その作成費用を補助するもの 

 

■対象となる団体 

申請年度を含めて過去３年間、防災マップ作成の補助金を受けていない自主防災

組織 

 

■対象となる経費 

地域の防災力向上を目的とした防災マップ作成に要する直接経費（印刷代等） 

 

■補助金の額等 

100,000円 以内 
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例１）印刷代が120,000円のとき⇒100,000円を補助 

例２）印刷代が ９0,000円のとき⇒ ９0,000円を補助 

 

（４） 防災士資格取得補助金 

 

  「特定非営利活動法人 日本防災士機構」が認証する防災士資格の取得費用を補助

するもの 

 

■補助対象者 

       市内に住所があり、次の①～⑨にすべて該当する人。 

① 資格所得年度末時点で18歳以上である人 

② 防災士研修講座を受講し、防災士の資格を取得しようとする人 

③ 資格取得後、市内自主防災組織等で活動する意思のある人 

④ 資格取得後、市と連携し、地域防災活動及び啓発活動を行う意思のある人 

⑤ 取得に関し、他の助成制度による財政的支援を受けていない又は受ける予定で 

ない人 

⑥ 納期が到来した市税を完納している人 

⑦ 申請年度内に防災士機構による防災士認証登録を受けることができる人 

⑧ 町内会長、自主防災会長の推薦を受けた人 

⑨ 防災士資格取得者であることを、市内の自主防災組織等に提供することに同意 

する人 

                          

■補助対象経費 

       防災士機構が認証した研修機関による研修講座の受講料（教本の購入費を含む）、 

資格取得試験受験料、防災士資格の認定登録料 

 

■補助金額 

     上記対象経費の合計額（６３,８００円） 

 

■申込方法 

本補助金は、事前申請となっています。 

必ず、防災士研修講座の受験申込み前に所定の申請書を危機管理課まで提出して

ください。 

資格取得後の申請は、補助の対象となりませんので、ご注意ください。 

 

■申 請 先 

玉野市危機管理課  ☎ ３２－５５６０ 
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５ そ の 他  

 

 〔市民活動保険〕  

 玉野市では、市内で公益性のある市民活動を実施する団体に対して、その活動を安心して

実施できるよう、「災害補償保険制度」を設けています。 

 

記 

 

１ 保険の名称 玉野市市民活動災害補償保険 

 

２ 補償の内容 (1)  死亡時 ５００万円 

         (2)   入院時 ３,０００円／日 

        (3)  通院時 ２,０００円／日 

        ※その他、損害に対する補償もあります。 

 

３ 対象となる活動の例 

  防火・防災の訓練活動等 

   

４ 対象とならない活動の例 

① レクリエーション活動・各種スポーツ活動 
② 祭り、盆踊り等 
③ 災害時のボランティア活動 
④ 企業から助成金のある活動 
⑤ 危険な活動（チェーンソー・重機・銃器等の使用、野焼き・山焼き等を伴う活動） 
⑥ 宿泊を伴う活動 
⑦ 政治、宗教又は営利を目的とする活動 
⑧ 対価（実費弁償は除く）を得て行う活動 
⑨ 職業として行う活動 
⑩ 学校管理下の活動（学習指導・支援活動は対象） 
⑪ 自助的趣味、懇親を目的とした活動 
⑫ 自動車等による交通事故 

 
※上記以外にも対象とならない活動がありますので、詳しくはお問い合わせください。 

 

■お問合せ先 

玉野市協働推進課 ☎ ３２－５５６７ 
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〔玉野市地域防災計画抜粋〕 

（１）玉野市における主な風水害による被害 

年月日（台風号数）         被害状況         備  考 

Ｈ16年 8月 27日～31日 

 台風 16号 

 

床上浸水   1,254戸 

床下浸水    985戸 

大規模な高潮被害             

降雨量累計               35mm 

最大１時間降雨量         17mm 

最大風速                 16m/s 

宇野港潮位ＴＰ上（海抜）256㎝ 

Ｈ16年 9月 6日～ 7日 

 台風 18号 

 

床下浸水    320戸 

 

 

降雨量累計                5mm 

最大１時間降雨量          4mm 

最大風速                 14m/s 

宇野港潮位ＴＰ上（海抜）206㎝ 

Ｈ16年 9月 28日～30日 

 台風 21号 

 

全壊        1戸 

床上浸水    37戸 

床下浸水    264戸 

降雨量累計              149mm 

最大１時間降雨量         48mm 

最大風速                 11m/s 

Ｈ16年 10月 18日～20日 

 台風 23号 

 

 

死者 5名 けが人  3名 

全壊 13戸 半壊 15戸 

床上浸水      115戸 

床下浸水    516戸 

降雨量累計              245mm 

最大１時間降雨量         28mm 

最大風速                 12m/s 

宇野港潮位ＴＰ上（海抜）179㎝ 

Ｈ23年 9月 1日～ 4日 

 台風 12号 

 

 

床上浸水      341戸 

床下浸水       456戸 

児島湖内水氾濫 

 

降雨量累計              136.5mm 

最大１時間降雨量         24.5mm 

最大風速                 14.7m/s 

宇野港潮位ＴＰ上（海抜）189㎝ 

Ｈ30年 7月 5日～ 7日     

Ｈ30年 7月西日本豪雨 

全壊       2戸 

半壊       2戸        

土砂崩れ    44件 

降雨量累計       326mm 

最大１時間降雨量     28mm 

※ＴＰは、東京湾平均海面のことで、国内の海抜の基準（海抜０メートル）となる高さです。 

 

（２）玉野市における大規模な林野火災による被害 

出火年月日         出火場所     焼失面積 損害額（千円） 

Ｓ４３年 ６月１２日 長尾白萱３０３４ ３１４.９８ha   ９,４１８ 

Ｓ４９年 ２月 ３日 田井４４６４ ４０８.３０ha １２８,８４０ 

Ｈ ６年 ８月１１日 渋川４丁目１３５４－１  ２５８.００ha １９８,８９９ 

Ｈ ７年 ８月２７日 日比７丁目４７－１  ２３１.００ha  ８９,５９７ 

Ｈ２３年 ８月 ９日 石島  ２３０.００ha 

  〔玉野市分〕 

  ５０.４０ha 

〔玉野市分〕 

５,２５０ 
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（３）南海トラフ巨大地震による玉野市の被害想定 

   資料「岡山県地震・津波被害想定調査報告書」平成２５年７月岡山県 

 

【規模の想定（玉野市）】 

種別            想定 

発生確率（※）  ３０年以内に７０～８０％程度 

マグニチュード     Ｍ９クラス 

最大震度     震度６弱 

最大津波高（海抜高）     ２.８m 

津波到達時間       ２時間程度 

（※）平成２９年２月、政府の地震調査委員会が発表した数値 

 

【建物被害の想定（玉野市）】 

項目 全壊数 大規模半壊数 半壊数 

揺れによる全壊 １２５ － １,７５４ 

液状化による全壊    ４９ ５８１ １,０４９ 

津波による全壊 ４１９    － ３,９３３ 

急傾斜地崩壊による全壊    ２７    －    ５１ 

地震火災による焼失     ４    － － 

合計（棟） ６２４ ５８１ ６,７８７ 

 

【人的被害の想定（玉野市）】 

項目 死者数 負傷者数 重傷者数 

揺れによる死傷者    ８  ３１６     １２ 

津波による死傷者   １５    ０     ０ 

急傾斜地崩壊による死傷者    ２     ３     ２ 

地震火災による死傷者    ０        ０     ０ 

屋外落下物等による死傷者    ０     ０    ０ 

合計（人）   ２５    ３１９   １４ 
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